
太

子

教

學

の

特

色

成

、

田

貞

.

寛

肖

太
子

が
勝
鬘

・
維
摩

・
法
華

の
三
經
を
御
註
釋
に
な

る

に
就

て

は
、
大
陸

の
學

匠
逹
の
註
疏
を
始
め
、
そ

の
師
友
で
あ
る
慧
慈

・
慧

聰
等

の
御
指
南
に
よ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
そ
の
御
註
釋

の

態
度
に
至

つ
て
は
、
全
く
自
主
的
精
神
に
立
脚
せ
る
も
の
で
、
そ
の

野
大
陸

外
交
に
於
け
る
御
態
度
と
同
樣
で
あ
る
こ
と
を
思
ふ
。
義
疏

に
、
而
今
不
レ
須
、

大
異
、
似
昌少
不
τ
當
、

少
異
等

の
御
言
葉
は
、

傳
承

の
読
を
充
分
御
理
解
あ

つ
て
後

の
御
批
判
の
御
言
葉
で
あ
り
、

そ
れ
に
續
く
、
私
懐
者
、
私
意
、
今
、
等

の
御
言
葉
は
、
太
子
の
深

き
思
索
と
體
驗
か
ら
に
じ
み
出
た
開
顯

の
御
言
葉
と
拜
察
さ
れ
る
。

太

子

歡

學

の

特

色

し
か
し
亦
、
本
義
云
、
諸
法

…
…

釋
文
亦

微
細
煩
廣
、
但
愚
心
難
レ

及
、
故
不
ご
蠱
記
↓
帥
所
レ謂
闕
レ
所
レ
不
レ明

。
(法
華
經
義
疏
上
、
岩
波

本
四
八
頁
)
等
の
御
言
葉
は
、

本
義
釋
に
野
す
る
稱
讃
と
も
、

御

自

身

へ
の
謙
遜
と
も
考

へ
ら
れ
る
が
、
叉

一
面
に
於
て
は
本
義
釋
に
封

す
る
御
批
判
の
御
言
葉
と
も
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
ゆ
亦
法
華
義
疏

.安
樂
行
品
に
於
け
る
有
名
な
る
、

不
レ親

「

近
常
好
レ坐
少
乘
禪
師
一

.
と
の
御
言
葉
は
、
全
く
經
文
の
字
句
を
超

え
て
の
御
理
解
で
あ
り
、

大
陸
の
學
匠
達
の
釋
と
は
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
大

膽
な
る
御
態
度
を
伺
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

以
上
義
疏
に
於
け
る
文
相

の

}
端

の
み
に
就
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
立
ち
至

つ

广
て
論
及
す
れ
ば
、
釜

々
明
か
と
な
り
、
古
來
學
匠
の
、
其
文
雖
レ簡
、

五
七



其
義
最
豊

の
稱
讃
に
絡
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
獨
創
的
御
見
解
に
よ

る
偉
大
な
る
御
精
祚
に
接
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

今
は
太
子

の
三
寶

及
び
國

土
に
就
て
の
御
読
を
述
ぶ
る
こ
と
に
よ
り
、
太
子
の
こ
れ
が

御
理
解

に
於
て
如
何
に
採
擇
し
力
読

し
た
ま

ふ
か
を
述
べ
よ
う
。

二

.
,勝
鬘
經
義
疏
は
、
八
地
以
上
の
菩
薩
に
し
て
始
め
て

明

逹

し

得

る
,

一
乘
を
諡
く
を
以
て
本
旨
と
な
し
、
五
乘
の
萬
善
等

し
く
常
佳

眞
實

の
法
身
を
そ

の
根
源
と
す
る
限
り
、

一
因
で
あ
り
、
常
佳
眞
實

の
法
身

に
聾
す
る
點
に
於
て
、

一
果
で
あ
る
と
読
き
た
ま
ふ
所
に
、.

太
・子
に
よ
る

一
因

一
果

の
教
が
成
立
す
る
。

こ
Σ
に
太
子
が
義
疏

の

法
身
に
就
て
、
更
に
亦

一
體
三
寶
に
就
て
詳
読
し
た
ま
ふ
所
以
が
あ

る
o
さ
て
、
勝
鬘
經
義
疏

一
乘
章
に
は
、

一
乘
と

一
體
三
寶
と
の
關

係
に
就

て
、

　　

「
一
乘
是

一
體
三
寶
之
因
、

一
體
三
寶
是

一
乘
之
果
。」

と
そ
の
因
果
關
係
を
読
き
た
ま
ひ
、
更
ら
に
今
日
常
佳

の

一
體
が
臨

依
の
極
な
る
に
就
て
、

「
昔
日
梯
橙
三
寶
。
及
五
乘
之
別
。

同
是
方
便
之
読
。

非
コ是
實

五
八

読
。
今
則
既
會
二
五
乘

一入
コ於

一
乘

一。

同
爲
二常
住

一
果
之
因
㌔

故
亦
明
卞
昔
日
梯
橙
三
寶
非

昌是
究
竟
㌔

唯
今
日
常
住

一
體
爲
中
歸

②

依
之
極
亠
也
。L

と
諡
ぎ
た
ま
ふ
。
昔
日
の
梯
橙

の
三
寶
及
び
五
乘

の
別
が
方
便
な
る

に
封
し
て
、
今
日
の
常
住

の

一
體
が
歸
依

の
極
で
あ
る
こ
と
が
明
か

で
あ
る
。
凡
そ
太
子
が
三
寶
を
明
か
し
た

ま
ふ
中
、
昔
日
の
梯
橙
、
"

昔
日
の
別
體
、
今
日
の
別
體
、
今
日

一
體
、

の
四
通
り
を
規
定
し
た

ま
ひ
、
更
に
こ
れ
を
、
方
便
と
實
読
と
の
;
諡
に
配
し
た
ま
ふ
o
し

か
し
そ
の
配
列
は
單
な
る
配
列
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
明
か
な
る
廢

立
を
以
て
な
し
た
ま
ふ
點
、
更
に
字
句
の
使
用

の
上
に
於
て
嚴
密
に

區
別
し
た
ま
ふ
點
に
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
三
寶
を
明
か

す
經
文
に
就
て
二
分
科
し
た
ま
ひ
、
先
づ
別
體

の
非
究

竟

を

明

す

と
、
今
日
の

一
體

の
最
極
を
明
す
と
の
二

つ
と
し
、
更
に
別
體
三
寶

の
非
究
竟
を
明
か
す
中
を
二
分
し
た
ま
ふ
。
乃
ち

一
に
先
づ
別
體
中

の

一
佛
寶
を
歎
じ
、

二
に
正
し
く
別
體
の
法
僭

二
寶
の
究
竟
に
非
ざ

る

こ
と
を
明
か
す
と
な
し
た
ま
ふ
。
し
か
ら
ば
先
づ
初

め
に
別
體

の

中
、

一
佛
寶
を
歎
ず
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
に
就
て
、

「
何
則
雖
二復
別
體
不
ラ如
二

體
至
極
㌔

但

一
佛
寶
即
是

一
種
。



鋤

理
無

レ
可
レ下
。
所
以
先
歎
二別
體
中

一
佛
寶
是
歸
依
之
項
一也
。
」

と
読
き
た
ま
ふ
。
帥
ち
別
體
中
の

一
佛
寶
は

一
體
三
寶

の
至
極
に
は

及
ぼ
な

い
が
、
歸
依

の
本
で
あ
る
限
り
先
づ
そ
の
御
徳
を
歎
じ
、
如

來
の
大
悲

の
限
り
無
く
世
間
を
安
ん
じ
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
を
読
き
た

ま

へ
る

こ
と
明
か
で
あ
る
。
か
く
て
別
體

(法
僣
二
寶
)
の
非
究
竟

な
る
を

示
し
て
、

「
昔
日
別
體
既
是
方
便
。
今
日
別
體
正
是
實
読
。
雖
二實
不
實
】。

㈲

'
皆
不
レ
如
二
今
日

冖
鱧
最
極

一。
故
云
レ非
昌究
竟
也
。
」

と
諡
き

た
ま
ひ
、
と

、
に
明
か
に
二
重
の
關
係
を
以
て
、
別
體

の

一

體
に
及
ば
ざ
る
を
読
き
た
ま
ふ
o
帥
ち
、

一
に
は
昔
日
の
別
體

(
法

僭
)
の
方
便
な
る
に
封
し
て
今
日
の
別
體

(法
僣
)
の
實
読
、
二
に

は
昔
臼
及
び
今
日
の
別
體

(法
僭
)

の
非
究
竟
に
封
し
て
dr
za
1
體

の
最
極
で
あ
る
。.
然
ち
ば
何
故
に

今
日
の
別
體

(法
僭
)
が
實
読
で

あ
り
、
更

に
こ
れ
が

憎
體
め
最
極
に
及
ば
ず
非
究
竟
で
あ
る
か
に
就

て
で
、あ
る
。
太
子
は
ζ
れ
に
就
て
、

「
今
擧
レ勝
蓑
レ劣
故
稱
二
一
乘
図。

教
二
三
乘
人
一也
。

而
昔
日
雖
レ

読

昌大
乘
一。
未
7
明

一
乘

幅。
、以
コ
一
乘

一爲
二法
寶
一唯

今
此
經
也
。

読
【二

乘
道
乃
得
嵩法
身
㌔

法
身
上
更
無
サ読
昌
一
乘
法
一事
亠。

然

太

子

歡

學

の

特

色

励

則
法
寶
之
極
唯
在
笥
法
身
一。
故
云
論
三

一
乘
非
二
究
竟
法
費
織
也
。
」

と
読
き
た
ま
ふ
。
帥
ち
昔
日
の
經
教
と
は
違
ひ
、

こ
の
經
曲
ハは

一
乘

に
読
く
も
の
で
あ
り
、
三
乘
の
人
を
教
ふ
る
も
の
で
あ
る
限
り
實
読

で
あ
り
、
更
に
經
典
に
は
、
既
に
こ
の
法
僣

へ
の
二
歸
依
は
少
分
の

歸
依
で
あ
り
、
究
竟
の
歸
依
に
あ
ら
ず
と
諡

い
て
い
る
。
然
ら
ば

一

乘
の
道
は
遽
に
は
法
身
を
得
る
に
至
り
、
法
身
の
上
に
は
更
に

一
乘

の
法
を
読
く
必
要
が
な
い
。
故
に
法
寶
の
極
は
法
身
に
あ
る
か
ら
究

竟
に
非
ず
と
の
意
で
あ
る
。
蓋
し
、
次
の

一
軆
三
寶
の
最
極
を
明
す

に
先
立
ち
別
體
三
寶
聾
依

へ
の
深
き
省
察

と
云
ふ
べ
き
で
、
本
義
に

は
か
Σ
る
省
察
が
な
き
故
、

而
今
不
レ須

と
し
て
採
用
し
た
ま
は
ぬ

所
で
あ
り
、
法
寶

へ
の
歸
依
は
必
然
的
に

一
體
三
寶

へ
の
歸
依
と
な

り
、
絡
に
究
竟
じ
て
常
佳
眞
實

の
法
身
に
歸
依
し
冥
合
す
る
に
至
ら

し
め
ら
れ
る
こ
と
を
表
は
す
も
の
と
思
ば
れ
る
。

さ
て
、
太
子
は
經
の
三
寶
を
明
か
す
中
、
次
に
今
日
の

一
體
三
寶

が
歸
依

の
極
で
あ
る
旨
を
明
か
す
と
読
き
た
ま
ひ
、
經
文
を
五
分
科

し
て
釋
し
た
ま
ふ
。
今
そ
の
要
旨
に
就
て
云

へ
ば
、

一
に
何
故
に
法

僣
に
歸
依
す
れ
ば
如
來
に
歸
依
す
る
こ
と
に
な
る
か
。

二
に
何
故
に

三
寶
が

一
體
で
あ
る
か
〇

三
に
何
故
に
今
日
の

一
體
が
歸
依
の
極
で

五
九



あ
り
、

大
切
で
あ
る
か
、
の
三
に
就
て
ゴ
あ
る
。
太
子
は
先
づ
始
め

の
問
ひ
に
就

て
、

「
日
、
三
依
帥
是

一
體
故
」
と
答

へ
た
ま
ふ
。
帥

ち

一
乘

に
於
て
は
行
者
の
態
度
は
た
ゴ

一
の
露
依
で
あ
る
。

こ
の
歸

依
の
態
度
そ
の
も
の
が

一
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
封
象
た
る
三
寶

も
自
ら

一
體
で
あ
り

一
體
(佛
)
に
歸
依
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
意
味

で
あ
る
。
次

の
何
故
に
三
寶
が

一
體
で
あ
る
か
に
就
て
は
、
「
以
輯二

乘

一而
得
故
是

一
體
也
」
と
読
き
た
ま
ふ
。
帥
ち

一
乘
に
於
て
は
、
規

範

と
な
る
べ
き
法
も
法
の
實
踐
者
も
各

々
萬
差
で
あ
り

つ
Σ
全
體

と

し
て
の
法
身
の
徳
を
顯
現
し
て
い
る
故
に
必
然

一
體
で
な
け
れ
ば
な

ら

ぬ
と
の
意
昧
で
あ
る
。
更
ら
に
太
子
は
別
體

の
三
寶
と

一
體

の
三

寶
と
が
、
單
な
る
三

・
一
の
差
異
で
な
い
旨
を
、

「
常

佳
法
身
爲
昌佛
寶

幅。
此
法
身
能
爲
昌物
規
則
一。
自
爲
二
法
寶
一。

⑥

叉
此

法
身
則
能
與
レ理
和
合
。
亦
爲
二僭
寶
N。」

と
読
き
た
ま
ふ
。
三
寶
何
れ
も
法
身
に
よ
つ
て

一
貫
さ
れ
、
し
か
も

三
寶
夫

々
の
意
味
を
失
は
な
い
。
帥
ち
佛
寶
と
は
、
常
佳
眞
實

の
法

身
、
法
寶
と
は
、
そ

の
法
身
が
物
即
ち
衆
生
の
規
則
、
規
範
と
な
る

を
言
ひ
、
僣
寶
と
は
、

こ
の
法
が
人
倫
生
活
の
理
、
印
ち
倫
理
乃
至

法
律

に
於
て
實
現
さ
れ
る
歌
態
を
言
は
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ

六
〇

Σ
に
太
子
の
三
寶
觀
が
宗
教
的
で
あ
る
と
同
時
に
實
踐
的
な
倫
理
、

法
律
的
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
帥

ち
こ
の
法
身
が
、
衆
生

・
人
倫

の
理
と
し
て
實
現
さ
れ

る

と

こ

ろ

に
、
法
に
よ
つ
て
統
合
さ
れ
た
共
同
態
と
し
て
の
僣
が
あ
る
。
す
で

に
三
寶
は
單
な
る
三

・
一
で
な
い
所
以
が
明
か
に
な

つ
た
。
し
か
ら

ば

一
體
三
寶

へ
の
歸
依
が
そ
の
極
で
あ
り
、
何
故
大
切
で
あ
る
か
、

太
子
は
そ
の
旨
を
、

「
藩
辨
=歸
依

㌔

爲
二其
脅
解
斷
惑
一則
別
體
可
レ先
。

但
不
レ迷
二

匕日
歸

一必

一
體
爲
γ要
。
今
勝
鬘
唯
欲
卞
以
二
旨
歸
一爲
ジ
本
故
。
非
二

r
-

昔
梯
橙

剛。
唯
欲
一一今
日

一
體
一也
。
」

と
,読
き
た
ま
ふ
。
帥
ち
解
り
を
習
ひ
惑
ひ
を
斷

つ
爲
め
に
は
、
先
づ

別
體
の
方
便
が
大
切
で
あ
る
が
、
旨
歸
に
迷
は
ざ
ら
ん

が

爲

め

に

は
、
必
ず

一
體
が
要
め
で
あ
る
と
の
張

い
御
信
念
で
あ
る
。
今
、
勝

鬘
は
旨
歸
を
以
て
本
と
な
す
か
ら
昔
の
梯
橙
で
は
な
く
、
今
日
の

一

體
を
欲
す
る
の
で
あ
る
と
の
御
読
明
で
あ

る
。
蓋
し
、

一
乘

の
立
場

に
於

て
は
、
方
便

の
別
體
は
無
靦
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、

一
體
を

以
て
歸
依
の
極
と
な
し
、

一
體

の
實
読

に
於
て
こ
そ
、
方
便
の
別
體

も
そ
の
意
義
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
方
便

の
別
體
は

一
體

へ
の



階
梯
と
し
て
、
決
し
て
無
硯
す
べ
き
で
は
な
く
、

一
體
の
實
読
は
方

便

の
別
體
を
ま

つ
て
、
始
め
て
生
か
さ
れ
る
と
の
御
読
で
あ
る
。

こ

x
に
亦
憲
法
十
七
條
に
於
て
、
「
篤
敬
三
寶
。
三
寶
者
佛
法
僣
也
。
」

と
規
定
し

た
ま
ふ
所
以
も
明
か
で
あ
る
。

三

太
子
教
學
に
於
け
る
主
要
な
る
問
題

の

一
つ
と
し
て
、
そ
の
國
土

觀
が
あ

る
。
維
摩
經
義
疏
佛
國
品
に
於
け
る
國
土
に
就
て
の
御
註
釋

は
極
め
て
詳
細
な
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
卷
頭
の
御
言
葉

「
國
家
事

業
爲
レ
煩
。
但
シ
大
悲
無
レ息
志
存
二釜
物

一。」

は
、
太
子
が
如
何

に
理

想
國
家

の
實
現
を
念
願
せ
ら
れ
し
か
を
偲
び
た
て
ま
つ
る
と
共
に
、

動
亂
止

ま
ざ
る
現
實
國
家
を
如
何
に
す
べ
き
か
に
就
て
の
御
心
痛
に

接
す
る

こ
と
が
出
來
る
。
太
子
は
先
づ
國
土
に
就
て
、

「
夫

論
二國
土
M雖
レ
有
コ淨
穢
之
殊
㌔

此
是
皆
由
二衆
生
善
悪
唱爲
レ

感
。
故

於
二衆
生
一必
有
閑定
稱
二己
國
M之
義
占。
若
論
二至
聖
凵印
智

冥
二眞
如
之
理
】永
絶
二名
相
之
域
一。
無
レ彼
無
γ此
無
レ
取
無
レ捨
。

既
以
コ太
虚

凵爲
ノ體
O
照
・萬
法
一爲
レ
心
O
何
有
二名
相
可
τ量
O
寧

復
定
稱

二己
國
輔也
哉
。
而
大
悲
無
レ息
隨
レ
機
施
レ
化
。
則
衆
生
所
レ

太

子

教

學

の

特

色

⑧

在
無
レ
所
レ
不
レ至
。
故
云
二
衆
生
之
類
是
菩
薩
佛
土
一也
。」

と
読
き
た
ま
ふ
。
衆
生
は
夫

々
の
業
に
應
じ
た
身
体
を
感
ず
る
と
共

に
、
そ
の
身
體
に
相
應
じ
た
世
界
に
す
む

と
は
佛
教

の
逋

則

で

あ

る
。
從

つ
て
各
自
の
業
に
よ
つ
て
感
招
さ
れ

た
世
界
は
、
夫

々
の
衆

生
に
と
つ
て
己
が
國
と
稱
す
べ
き
所
以
が
あ

る
。
し
か
る
に
佛
は
か

乂
る
業
の
繋
縛
を
脱
し
、
そ

の
智
慧
は

一
如

罕
等

の
眞
如
の
理
に
冥

合
せ
る
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
佛

の
世
界

に
は
衆
生
の
世
界
に
於
け

る
や
う
な
彼
此

の
封
立
、
取
捨

の
差
別
な

く
、
全
く
名
相
の
域
を
絶

す
る
も
の
で
あ
る
。

か
N
る
絶
封
界
に
佳

し
た
ま
ふ
佛

に
己
が
國

と

稱
す
る
義

の
な
い
こ
と
億
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
て
か
x
る
佛

の

智
慧
は
そ
の
大
悲
と

一
如
で
あ
る
限
り
、
惱

め
る
衆
生
の
在
る
と
こ

ろ
、
如
何
な
る
と
こ
ろ
と
雖
も
、
應
現
し
て
救
濟
せ
ず
ん
ば
や
ま
な

い
。
帥
ち
佛
に
定
ま
れ
る
己
が
土
な
き
が
故

に
、
如
何
な
る
所
に
も

應
現
し
て
佛
土
と
な
し
た
ま
ふ
。

と
言
ふ

の
が
太
子
に
よ
る
經
典
に

読
か
れ
る

「
衆
生

の
類
が
佛
土
で
あ
る
」

に
就
て
の
御

理

解

で

あ

る
。
し
か
し
て
、
十
方
世
界
を
以
て
佛
土
と
な
す
と
云
ふ
て
は
、
諸

佛
菩
薩

に
己
が
定
れ
る
土
な
き
所
以
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ら
衆

生
を
以
て
佛
土
と
な
す
と
読
き
、
更

に
荐
薩
に
教
化
さ
れ
る
衆
生
が

六
一



等
し
く
佛

土
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
七
地
以
上
の
菩
薩

に
し
て
始
め
て

一
分
無

土
の
義
を
成
ず
る
故
に
、
佛
土
と
言
ふ
の
で
あ
る
と
の
御
読

で
あ
る
。
吾

々
は
こ
N
に
、
太
子
御
自
か
ら
定
ま
れ
る
己

が
土
な
き

を
理
想

と
な
し
た
ま
ひ
、
現
實
的
國
家
を
あ
げ
て
國
民
の
も
の
と
な

し
た
ま

ひ
し
御
心
を
偲
び
た
て
ま
つ
る
こ
と
が
出
來
る
。

さ
て
、
經
は
衆
生

の
類
が
何
故
菩
薩

の
佛

土
で
あ
る

か

を

明

し

て
、一

、

「
所
以
者
何
。
菩
薩
隨
ぬ所
化
衆
生
一而
取
二佛
土
㌔

隨
卞所
コ

調
伏

一衆
生
上
而
取
二佛
土
幅。」む

む

二
、

「
隨
卞
諸
衆
生
應
中
以
二何
國
一入
申
佛
智
慧
亀
而
取
二
佛

土
一。

°
°

⑨

隨
罸
諸
衆
生
應
申
以
昌
何
國
一起
中
菩
薩
根
亠
而
取
昌佛
土
N。」

と
読
ぎ
、
太
子
は
こ
れ
に
科
を
設
け
て
、
第

一
に
、
衆
生
の
報
に
就

て
釋
を
な
す
。
第
二
に
、
隨
諸
衆
生
よ
り
以
下
は
佛

の
應
土
に
就
て

釋
明
を
な
す
と
の
た
ま
ひ
、
國
土
に
報
土
と
應
土
の
二
種
あ
る
こ
と

を
示
し
、
更
に
二
土
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
明
し
て
、

「
辨

二報
應
二
土
㌔

雖
三復
本
由
二聖
教

N。
正
以
二衆
生
善
惡

一爲
レ

感
。
故
矚
コ衆
生
'則
彰
。
應
土
雖
卞
是
本
由
中
物
機
㌔

正
以
二如
來

⑳

珍

神
力

一爲
レ現
。
故
屬
ご如
來
一則
彰
也
。」

六
二

と
読
き
た
ま
ふ
o
印
ち
報
土
は
衆
生

の
善
惡
業
の
報
ひ
と
し
て
の
土

で
あ
り
、
衆
生
が
そ

の
主
體
で
あ
る
と
の
意
で
あ
り
、

應

土

は

本

來
、
衆
生
の
機
樂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
正
し
く
如
來
の
威
神
力
に

よ

つ
て
示
現
せ
る
も

の
で
あ
る
と
の
意
で
あ
る
。

ご
Σ
に
經
に
於
け

る

「何
國
」
を
以
て
、
如
來
の
應
土
、
帥

ち
如
來
の
衆
生
救
濟
の
た

め
の
方
便
施
設
の
土
と
理
解
し
た
ま
ふ
こ
と
が
明
か
で
あ
る
◎

し
か

し
て
、
佛
は
二
土

(
報
土
應
土
)
何
れ
の
國
に
入
つ
て
も
衆
生
を
教

化
し
た
ま
ひ
、
己
が
土
と
な
し
た
ま
ふ
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
佛

は
何
故
に
實
の
衆
生
の
な
い
應
土
の
何
れ

の
衆
生
を
取

つ
て
佛

土
と

な
し
た
ま
ふ
か
ゴ
問
題
で
あ
る
。
太
子
は

こ
れ
を
釋
し
て
、

「
雖
レ非
⇒實
衆
生
一應
中
非
レ無
也
。
故

爲
ユ應
衆
生
唄亦
以
應
レ爲
レ

施
レ
化
。

所
以
亦
應
中
施
レ
化
義
屬
萬
化
主
一爲
二佛
土
一。

旦
若
以
昌

遠
義

一傳
取
者
。

則
應
中
雖
レ無
二實
衆

生
一。

獪
有
二
因
レ應
實
得
レ

　

釜
者

㌔

所
以
亦
帥
因
レ
此
以
爲
昌佛
土
㌔
」

と
読
き
た
ま
ふ
o
帥
ち
應
土
に
は
實
の
衆
生
が
あ
る
の
で
は
な
い
が

全
く
な
し
と
言
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
報
土

の
よ
う
に
實

の
衆
生
は
な

い
け
れ
ど
も
、
な
ほ
應
土
に
よ

つ
て
實
際

に
利
釜
を
受
け
る
者
が
あ

る
か
ら
、
こ
れ
等
の
衆
生
を
取
つ
て
教
化
を
施
し
、
化
主
に
よ
つ
て



佛
土
と
な
す

の
で
あ
る
と
の
御
理
解
で
あ
る
。

こ
N
に
吾

々
は
佛

の

應
土
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
佛
智
に
入
る
こ
と
も
亦
、
菩
薩
の
根
を
お

こ
す

こ
と
も
共
に
容
易
で
な
い
所
以
を
理
解
す
る
と
共
に
、
方
便
施

設
の
土
の
眞
實
な
る
こ
と
に
於
て
、
太
子
の
應
土
實
現
の
行
を
偲
び

た
て
ま

つ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
然
ら
ば
佛
は
何
故
に
應
土
を
施
談

し
て
衆
生
を
教
化
し
佛
道
に
入
ら
し
め
、
自
ら
は
亦
そ
こ
に
入
つ
て

化
を
施
す

の
で
あ
る
か
。

太
子
は
、

「
但
衆
生
榊
根
各
異
欲
樂
不
同
。
則
不
レ
可
卞
純
以
二無
相
剛爲
歩
化
。

且
在
昌穢
土
一即
五
濁
障
深
。

爲
レ
化
不
レ
便
。

既
生
ユ淨
土
一無
二
五

濁
障

㌔

爲
化
安
便
6

所

以
先
勸
二淨
因

一使
レ感
昌淨
土
一者
。

只

⑫

欲
三
絡

同
昌無
土
之
等
賦
也
。」

と
読
ぎ

た
ま
ふ
。
帥
ち
佛
は
本
來
、
無
相
を
以
て
衆
生
を
教
化
す
る

の
が
立
前
で
あ
る
が
、
衆
生
の
機
根
が
各

々
異
り
、
そ
の
願
ひ
欲
す

る
所
が
夫

々
異
る
が
故
で
あ
る
と
の
意
で
あ
り
、
更

に
亦
、
穢
土
に

於
て
五
濁
の
障
り
が
深
く
化
を
施
す
に
安
便
で
な
い
か
ら
で
あ
る
と

の
意
で
あ
る
◎

亡
N
に
太
子
の
淨
土
が
方
便

の
土
で
あ
る
こ
と
が
明

か
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
方
便
は
無
土
、の
等
し
ぎ
に
同
ぜ

し
め
ん

と
す
る
何
を
さ
し
置
い
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
の
意
で

太

子

教

學

の

特

色

あ
る
。

こ
x
に
も
亦
太
子
の
方
便
の
意
味

が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

か

く
し
て
、
佛
が
衆
生
を
し
て
淨
土
を
願
は
し
め
る
こ
と
も
、
叉
か
Σ

る
淨
土
に
入
つ
て
教
化
を
施
し
、
こ
れ
を

己
が
土
と
な
し
た
ま
ふ
こ

と
も
共
に
上
弘
佛
道
、
下
化
蒼
生
の
願
に
も
と
つ
ぐ
も
の
と
読
明
し

た
ま
ふ
。

さ
て
然
ら
ば
、
菩
薩
が
衆
生
に
す

N
め
て
、
求

め
し
め
る
淨
土
と

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
如
何
に
る
て
實
現
せ
し
め

ら
れ
る
か
ぼ
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

經
は
、

「
直
心
是
菩
薩
淨
土
。
菩
薩
成
佛
時
。

不
詔
衆
生
來
生
昌其
國
一。

深
心
是
菩
薩
淨
土
。

菩
薩
成
佛
時
。

具
コ足
功
徳
一衆
生
來
生
二其

國
一。
菩
提
心
是
菩
薩
淨
土
。

菩
薩
成
佛
時
。

大
乘
衆
生
來
生
二其

⑬

國
凵。布
施

」

等

と
読

い
て
い
る
o
太
子
の
理
解
し
た
ま
ふ
ど
こ
ろ
は
次

の
通
り
で

あ
る
。
即
ち
直
心
の
淨
土
は
、
自
ら
は
無
相
の
直
心
を
修
す
る
菩
薩

が
衆
生
に
有
相
の
直
心
を
修
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て

實

現

さ

れ

る
。
そ
れ
は
正
し
く
衆
生
の
直
心
に
よ
つ
て
實
現
さ
れ
る
淨

土
で
あ

つ
て
、
菩
薩
の
直
心
は
遠
縁
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
も
と
衆
生

に
教

へ
て
直
心
を
修
せ
し
め
る
も
の
は
菩
薩

の
直
心
で
あ
る
か
ら
、

六
三



そ
れ
が
單
に
遠
縁
で
あ
る
に
か

乂
は
ら
ず
、
菩
薩
の
直
心
が
そ
の
淨

土
の
因

で
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
亦
更
に
菩
薩
は
そ
の
行
が
滿
足

し
成
佛

し
て
後
、
か
Σ
る
國
に
入

つ
て
化
を
施
す
か
ら
、
そ
の
淨
土

は
衆
生

の
直
心
に
よ

つ
て
實
現
さ
れ
た
衆
生

の
報
土
で
あ
る
に
か
x

は
ら
ず
、
菩
薩

の
己
が
國
と
な
す
所
以
が
成
立
つ
の
で
あ
る
と
読
き

た
ま
ふ
。
か
く
し
て
衆
生
の
惱
み
に
應
ず
る
菩
薩

の
諸
徳
は
無
量
無

邊
で
あ

り
、
且
つ
そ
の
諸
徳
は
相
俟
ち
相
資
け
て
淨

土
を
實
現
せ
し

め
る
o
印
ち
經
は
こ
れ
を
明
し
て
、

「
菩
薩
隨
二其
直
心
叫則
能
發
レ
行
。
隨
二其
行
一則
得
二
深
心
一。
隨
二

其
深

心
】則
意
調
伏
。

隨
二其
調
伏

一則
如
レ読
行
。

隨
二如
レ諡
行

一

則
能

廻
向
。

隨
昌其
廻
向
一則
有
二方
便
㌔

隨
嵩其
方
便

一則
成
晶就

衆
生

㌔
隨゚
レ
成
二
就
衆
生
M則
佛
土
淨
。

隨
二佛
土
淨

一則
読
法
淨
。

隨
⇒読

法
淨
輔則
智
慧
淨
。
隨
二智
慧
淨

一則
其
心
淨
。
隨
嵩其
心
淨
一

　
+

　

則

一
切
功
徳
淨
。
」

と
読
い
て
い
る
。
太
子
の
理
解
し
た
ま
ふ
所
は
、
菩
薩
の
直
心
は
萬

行
の
始

め
な
り
と
読
き
た
ま
ひ
、
諸
行
に
就
て
釋
し
た
ま
ふ
。
更
に

經
は
、

「
若

菩
薩
欲
レ得
二淨
土
㌔

當
レ淨
昌其
心
㌔

隨
昌其
心
淨
一則
佛
土

六
四

飼淨
。
L

と
詮

い
て
い
る
。
然
し
こ
の
文
に
就
て
は
、
太
子
が
依
用
せ
ら
れ
た

と
い
ふ
註
維
摩
經
に
も
そ
の
詳
細
な
釋
が
な
く
、
從
つ
て
太
子
に
於

て
も
そ
の
獨
創
的
御
見
解
に
接
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
が
、
か
Σ
る

諸
行
相
資
け
て
到
達
せ
る
心
は
帥
ち
絶
封

心
で
あ

つ
て
、
太
子
の
仰

せ
ら
れ
る
、
永
く
名
相
の
域
を
絶
し
、
彼
此
の
野
立
、
取
捨
の
差
別

な
く
、
太
虚
を
以
て
體

と
な
し
、
萬
法
を
照
ら
す
心
と
理
解
せ
ら
れ

る
。

か
Σ
る
心
は
凡
ゆ
る
行

の
根
源
で
あ

る
と
共
に
諸
行
の
歸
り
行

く
所
で
あ
る
。

こ
の
心
に
於
て
は
す
で
に
己
が
土
と
稱
す
べ
き
義

の

な
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
太
子
が
絶
封
心
の
現
成
と
し
て
の

土
を
理
想
と
し
て
、
常
に
無
土
を
読
き
た
ま
ひ
、
か
二
る
無
土

へ
の

念
願
に
於
て
、
方
便
と
し
て
の
佛

の
應
土
を
力
読
し
給
ふ
所
に
太
子

の
國
土
觀
の
特
色
が
あ
る
と
思
ふ
。
か

x
る
方
便

へ
の
反
省
は
、
太

子
が
經
典
を
理
解
し
給
ふ
に
當
り
、
常
に
事
實
に
直
結
し
て
身
證
し

給

ひ
し
結
果
に
し
て
、
そ
の
剿
教
觀
と
も
相
應
す
る
も

の

で

あ

ら

う
o註

ω

勝
鬘
經
義
疏
。
昭
和
會
本
、
二
九
丁
右

②

同

上



㈹

同

上

四
八
丁
左

㈲

同

上

四
九
丁
右

⑤

同

上

四
九
丁
左

⑥

同

上

五
〇
丁
左

⑦

同

上

㈹

維
摩
經
義
疏
9
昭
和
會
本
、
.二
一
了
左

㈲

同

上

二
一
丁
右

⑳

同

上

ニ
ニ
丁
左

⑳

同

上

二
三
丁
左

准紛

同

上

二
七
了
右

㈲

同

上

二
四
了
左

鰄
凹

同

上

二
九
丁
右

㈲

同

上

以

上

太

子

教

穆

の

特

色

六
五


